
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「

第
十
四
条
の
表
中

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
十
五
条
第
一
項
中
「
別
表
第
七
の
三
に
定
め
る
昇
給
号
給
数
表
（
以
下
「
昇
給
号
給
数
表
」
と

い
う
。
）
」
を
「
別
表
第
七
の
三
ア
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
七
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
給
数
表
」

に
、
「
号
給
数
を
」
を
「
号
給
数
（
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八

級
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
第
三
十
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
七
の
三
イ

に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
八
級
以
上
職
員
等
昇
給
号
給
数
表
の
Ｃ
欄
に
掲
げ
る
号
給
数
）
を
」
に
改

め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
昇
給
号
給
数
を
三
号
給
と
す
る
医
療
職
給
料
表
㈢
の
六
級
の
職

員
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の

規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
六
類
又
は
七
類
の
職
を
占
め
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削

る
。第

三
十
六
条
第
七
項
中
「
応
じ
て
」
の
下
に
「
別
表
第
七
の
三
に
定
め
る
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
七
項
」
を
「
第
四
条
第
七
項
第
一
号
」
に
、
「
同
項
」
を

「
同
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
三
十
七
条
の
二

条
例
第
四
条
第
七
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。

一

警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
る
も
の

二

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
も
の

三

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の

第
四
十
一
条
の
二
中
「
降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給
下
位
の
号
給
（
当

該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上
位
の
号
給
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
号
給
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給

下
位
の
号
給
（
当
該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上

位
の
号
給
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）

二

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
第

三
十
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
職
員

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
一
号
給

青
森
県
報
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下
位
の
号
給

別
表
第
一
の
オ
の
表
中
「
又
は
小
学
校
」
を
「
、
小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
キ
の
表
中
「
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長
」
を
「
児
童
相
談
所
長
又
は
保
健
所

長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四

経
験
年
数
換
算
表
（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

経

歴

換

算

率

国
、
地
方
公
共
団
体
、
旧
公

共
企
業
体
、
政
府
関
係
機

関
、
外
国
政
府
又
は
民
間
に

お
け
る
企
業
体
、
団
体
等
の

職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の

経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た
期

間
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
者

と
し
て
職
務
に
従
事
し
た
期

間
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
期
間

に
限
る
。
）

100
100

そ
の
他
の
期
間

100
100
以
下

学
校
又
は
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
け
る
在
学
期
間

（
正
規
の
修
学
年
数
内
の
期
間
に
限
る
。
）

100
100
以
下

そ
の
他
の
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の

経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た
期

間

100
100
以
下

そ
の
他
の
期
間

25
100
（
部
内
の
他
の
職
員
と

の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
場

合
及
び
教
育
職
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
に
適
用
す

る
場
合
は
、
50
100
以
下
）

別
表
第
五
中

「

高校卒 中学卒
＋9年 ＋9年
＋6年 ＋6年
＋6年 ＋6年
＋6年 ＋6年
＋5年 ＋5年
＋4年 ＋4年
＋3年 ＋3年
＋2年 ＋2年
＋1年 ＋1年
＋1年 ＋1年

－1年 －1年
－3年 －3年

」
を

「

高校卒
＋9年
＋6年
＋6年

＋6年
＋5年
＋4年
＋3年
＋2年
＋1年
＋1年

－1年
－3年

」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
か
ら
別
表
第
七
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
の
特
例
）

第
二
条

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
を
し
た
職
員
に

つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
又
は
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と

と
な
る
号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
（
次
条
に
お
い
て
「
規
則
七
―
三
九
」
と
い
う
。
）
第
二

十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
の
調
整
）

第
三
条

切
替
日
前
に
選
考
（
切
替
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
切
替
日
に
当
該
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
職
員
が
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
規
則
七
―
三
九
第
十
一
条
第

三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ

に
準
ず
る
者
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
新
た
に
職
員
と
な
っ

た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員

会
が
定
め
る
。
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